
企業認知度向上支援補助金交付要綱 

制  定 令和８年５月１９日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小樽市補助金等交付規則（平成２７年小樽市規則第１号）に定めるもの

のほか、企業認知度向上支援補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（目的） 

第２条 補助金は、市内事業者が工場見学を実施するために要する経費又は企業PR動画の作成

経費を補助することにより、求職者等の市内事業者に対する認知度を向上させ、市内企業の

ブランド価値向上、将来の産業人材確保等を図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 市内事業者 市内に事業の拠点を有する法人をいう。 

(2) 工場見学 市内事業者が市内の施設において、見学者に対して製造等の工程を公開する

事業をいう。 

（補助対象者） 

第４条 補助金は、予算で定める額の範囲内で交付するものとし、補助の対象となる者（以下

「補助対象者」という。）、補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）、補助の対象

となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助の対象外となる経費、補助率（補助限度

額を含む。）及び申請期限は、別表に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としないものとする。 

(1) 申請しようとする年度において補助金の交付決定を受けた者 

(2) 本市に納付すべき市税（市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税及び鉱産税をい

う。）を滞納している者 

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第１３

項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を営む者 

(4) 統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産

業分類に規定する、小分類７６６のバー、キャバレー、ナイトクラブに該当する事業を営む

者 

(5) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体 

(6)  小樽市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年条例第１９号）第２条第１号に規

定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は第５条第１項に規定する暴力団関係事

業者 

(7) 法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に規定する公共法人 

(8) その他市長が適当でないと認めた者 

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる助成金の交付を受けた事業又は交付を受ける予定

がある事業は、補助事業としないものとする。 

(1)  本市の他の制度に基づく助成金 

(2)  国、都道府県等の制度に基づく助成金 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとするものは、補助事業に着手する前に、企業認知度向上支

援補助金交付申請書（様式第１号） に次に掲げる書類を添えて、令和８年１２月２８日まで

に市長に提出しなければならない。 

(1) 企業概要書（様式第２号） 

(2) 履歴事項全部証明書の写し 

(3) 事業計画書（様式第３号） 

(4) 収支予算書兼経費内訳書（様式第４号） 

(5) 見積書の写し 



(6) 小樽市税に滞納がないことを証する証明書 

(7) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場

合は補助金の交付決定を行うものとし、補助金の決定を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）に対し、企業認知度向上支援補助金交付決定通知書（様式第５号）により通知するもの

とする。 

（計画変更等の承認） 

第７条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後に補助事業の内容を変更、中止又は廃止

しようとする場合は、企業認知度向上支援補助金補助事業変更・中止（廃止）承認申請書（様

式第６号）に計画変更等の内容が確認できる書類を添付して市長に提出し、その承認を受け

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認申請を受けたときは、その内容を審査し適当であると認め

たときは、企業認知度向上支援補助金補助事業変更・中止（廃止）承認通知書（様式第７号）

により補助事業者に通知するものとする 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業を完了し、補助対象経費の支払いを終えたときは、当該完了

の日から起算して３０日を経過した日又は令和９年１月２９日のいずれか早い期日までに、

企業認知度向上支援補助金実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

(1)  補助対象経費の支出を証する書類 

(2) 補助事業を実施したことが確認できる写真又は成果品  

(3)  小樽ジョブナビへの企業情報掲載が分かるもの（申請書や登録フォームの画像など） 

(4) その他市長が必要と認める資料 

（補助金の額の確定等） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、これを審査し、その報告に係

る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、企業認知度向上支援補助金交付額確定通知書（様

式第９号）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第１０条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産」

という。）については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理し、か

つ、補助金の交付の目的に従ってその効率的運営を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産のうち、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上のものにつ

いては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める

耐用年数を経過することとなるまでの期間（以下「処分制限期間」という。）前にあらかじめ

市長の承認を受けないでこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し

付け、又は担保に供してはならない。 

３ 補助事業者は、前項の規定に基づく取得財産の処分の承認を受けようとするときは、企業

認知度向上支援補助金に係る財産処分申請書（様式第１０号）に必要な書類を添付し、市長

に対して財産処分の承認の申請をするものとする。 

４ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を調査し、取得財産の処分が真

にやむを得ない事情によるものと認めたときは、企業認知度向上支援補助金に係る財産処分

承認通知書（様式第１１号）によりその旨を補助事業者へ通知するものとする。 

５ 補助事業者が前項の規定により市長の承認を得て処分することにより収入があると認める

ときは、市長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させることがで

きる。 

（検査等） 

第１１条 市長は、補助事業者に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検



査をすることができる。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部を交付

せず、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 提出書類又は補助金交付の申請に関して、虚偽の記載があったとき。  

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。 

（書類の保存） 

第１３条 補助事業者は、補助事業に係る書類を５年間保存しなければならない。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、産業港湾部長が

別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

 

 


